
陽　　　性 陰　　性

医療機関などを案内

新型コロナウイルス感染症が疑われるとき

発熱や咳などの症状があり、新型コロナウイルス感染症が疑われる人

療養終了・就業制限解除
※解除の判断は医師がします

PCR検査など

外出を避け、まずは電話などで相談

対応している医療機関
を紹介された場合

対応して
いない場合

対応している
医療機関を紹介
されなかった場合

発熱や咳などの症状があり、新型コロナウイルス感染症が疑われる人は、下図を確認のうえ、まずは電話などでご相談
ください。また、濃厚接触者と特定された人は、裏面の図をご確認ください。

新型コロナウィルス感染症に
 受診・相談センター
（四日市市保健所 保健予防課）

９：00～21：00

※21：00～翌９：00は、
「三重県救急医療情報センター」
（☎ ０５９－２２９－１１９９）

☎ ３５２－０５９４

感 染 症 法 に 基 づ く【 就　業　制　限 】
入　院・

宿泊療養施設 自宅療養
●発症日から10日経過かつ症状軽快後72時間経過
　するまで自宅待機
●医師・保健師などにより、毎日健康観察をします

♦積極的疫学調査
・接触者調査（同居家族など）
・高齢者施設などの調査

♦受診・相談センター（四日市市保健所）☎３５２－０５９４

かかりつけ医療機関がある場合 かかりつけ医療機関がない、
相談する医療機関に迷う場合など

対応している場合

令和3年10月下旬号別冊

電話などで相談のうえ受診 電話などで相談のうえ受診

  

▶

（ 切 り 取 り 線 ）切 り 取 っ て ご 活 用 く だ さ い



医療機関などを案内

まずは電話などで相談

電話などで相談
のうえ受診

かかりつけ医療機関がない、
相談する医療機関に迷う場合など

 受診・相談センター
（四日市市保健所 保健予防課）

９：00～21：00

※21：00～翌９：00は、
「三重県救急医療情報センター」
（☎ ０５９－２２９－１１９９）

☎ ３５２－０５９４

保健所から連絡があります

電話などで相談
のうえ受診

かかりつけ医療機関がある場合

陽　　　性

PCR検査など

感 染 症 法 に 基 づ く【 就　業　制　限 】
入　院・
宿泊療養施設 自宅療養

●発症日から10日経過かつ症状軽快後72時間経過
　するまで自宅待機
●医師・保健師などにより、毎日健康観察をします

♦積極的疫学調査
・接触者調査（同居家族など）
・高齢者施設などの調査

新型コロナウイルス感染症に

陰　　性

新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者*と特定された人

医療機関などを案内

発熱などの症状がある人や
妊婦、基礎疾患がある人など無症状の人

対応している
医療機関を紹介
されなかった場合

対応している医療機関
を紹介された場合

対応して
いない場合

対応している場合

療養終了・就業制限解除　※解除の判断は医師がします

幼児・高齢者など
唾液検査ができない人
（鼻咽頭検査）

集団検査
（唾液検査）

【公共施設などで実施】

注）発熱や咳などの症状があり、新型コロナウイルス感染症が疑われる人は表面をご確認ください

（　　　　　　　　　　　）
自宅待機

陽性者との最終接触日の
翌日から14日間

＊陽性者とマスクなしの状態で、おおむね１ｍ以内、15分以上の接触があった人

（切り取り線） 切り取ってご活用ください


